
長門市地域おこし協力隊員募集要項 
 

棚田を核とした地域の振興を担う協力隊を募集！ 
 

 本州の最西北端、山口県の北西部に位置する長門市は、日本海に面した温暖な気候と海や山などの

豊かな自然環境に恵まれており、これらを活かした農林水産業と、五つの温泉郷や貴重な歴史・文化

資源を活かした観光産業を基幹産業として発展してきました。 

 しかしながら、本市も全国の過疎地域と同様、後継者不足や事業者（経営者）の高齢化により地域

産業の衰退が顕著であり、特に中山間地域での状況は年々厳しさを増しています。 

今回、地域おこし協力隊を募集する油谷宇津賀地域では、現状を打破すべく、地元団体「ＮＰＯ法

人ゆや棚田景観保存会」を主体として日本海が眼下に広がる風光明媚な棚田を核とした地域活性化の

方策を地域住民・行政と検討し、保全活動の他、棚田ハーブの栽培をはじめとした新たな取り組みに

着手していますが、農作業に多大な労力を要する他、栽培したハーブ等をどのように活用してどのよ

うに売っていくかなど、地域全体の活性化に繋げるために行動する（展開する）人材が乏しい状況で

す。 

 つきましては、同地区に暮らしながら、棚田の保全活動の他、棚田の生産物（棚田米、ハーブ等）

を使用した地域独自の新たな商品の開発、棚田を舞台とした交流人口拡大に資するイベントの企画等

の活動を展開し、地域ブランド力の向上による地域の活性化に意欲のある方を募集します。 

 

【活動地区及び活動内容】 

 

（１）活動地区について 

長門市の西側、向津具半島の上域に位置する宇津賀（うつが）地区は旧油谷町の後畑（うしろばた）、

津黄（つおう）、角山（かどやま）の３つの大字で構成されており、その頭文字をとって『う・つ・が』

地区と呼ばれています。 

主な地域資源としては、市内の観光誘客をけん引する「日本の棚田百選」に認定された棚田、アメ

リカのニュース専門放送局・ＣＮＮの〝日本の最も美しい場所31選〟に選ばれた『元乃隅神社』をは

じめ、潮風と粘土質の土壌、適度な寒暖差で生産された棚田米やハーブ等、他に負けない風味をもつ

特色ある農産物が挙げられます。 

近年は急速な過疎化により空き家の増加や棚田の荒廃が進み、美しい景観など、地域の魅力が失わ

れつつありましたが、令和元年の「棚田地域振興法」の施行後、中国地方で初となる第25回全国棚田

サミットが本市で開催され、宇津賀地区の棚田が視察地として選定されたことを契機に、地域住民・

行政・地元団体等が一体となって棚田を核とした地域の振興を図ることとなり、昨年度より同法に基

づく各種手続きを行い、国より指定棚田地域の指定と振興活動計画の認定を受け、現在、計画に基づ

く諸活動の展開による地域振興の気運が大きく高まっています。 

     

（２）活動内容（活動ミッション） 

隊員は、活動主体である「ＮＰＯ法人ゆや棚田景観保存会」とともに活動しながら、次の①～③の

地域協力活動を行います。 

①棚田生産物の活用に関する活動 

新たな地域特産品の開発、物販など 

②交流促進に関する活動 

地域イベント、ツーリズム事業の実施支援、新たな交流イベントの企画・実施など  

③棚田の保全に関する活動 

耕作放棄地の再生、農作物の生産 など 

 

 



 

【募集対象】 

次の①～⑥の要件をすべて満たす方 

①原則として、年齢が２０歳以上４５歳以下の方 

②３大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有し、任用後に長門市に住民票を移すことが

できる方 

 ③普通自動車運転免許を取得している方 

  ④ワード、エクセル、パワーポイント、インターネットなどの基本的なパソコン操作ができる方 

  ⑤心身ともに健康で、地元企業と共感・協力しながら活動できる方 

  ⑥棚田の保全に強い関心のある方 

  ⑦雇用期間終了後、起業・就業し、定住する意欲のある方 

 

【募集人数】  

１名 

 

【勤務場所】 

 ＮＰＯ法人ゆや棚田景観保存会（旧文洋小学校：長門市油谷後畑 1766 番地） 

       

【任用形態】  

長門市の会計年度任用職員（一般職非常勤職員）として任用します。 

 

【任用期間】  

着任日～令和４年３月３１日まで ※着任日は相談に応じます。 

※年度ごとに勤務実績等を踏まえて更新します。（最長３年まで任用可） 

 

【勤務日等】  

勤務日数：週５日、勤務時間：週３１時間 

 

【報酬】  

・月額：１６４，０００円 

・期末手当：報酬月額の 1.45 月分（6 月期、12 月期それぞれ 0.725 月）を支給 

 ただし、在職期間に応じて所定の割合を乗じた額を支給 

・通勤手当：通勤距離が片道 2km 以上の場合は市の規定に基づき通勤手当相当の報酬を支給 

 

【待遇等】  

・福利厚生：社会保険（健康保険、厚生年金）、雇用保険に加入 

 ・住  居：市内の空き家を隊員に貸与（住居賃料は市負担、その他の引越費用及び光熱水費、生

活用品等は自己負担） 

・休  暇：任用期間等に応じて年次有給休暇及び特別休暇を付与 

・服  務：一般職の地方公務員として守秘義務、職務専念義務など服務上の規程が適用されます 

 ・そ の 他：活動に必要な車両及びパソコン等は貸与、作業着及び事務用品等は支給 

 

【応募期限】 

令和 3 年 12 月 28 日（火）※必着 

 

【応募方法】  

令和３年度長門市役所会計年度任用職員登録申込書の必要事項を記入し、地域おこし協力隊申込書、 



論文（「長門市地域おこし協力隊として取り組む棚田を核とした地域振興策」をテーマとして 

８００字程度、様式自由）を添付のうえ、長門市役所企画政策課に郵送又は持参にて提出 

してください。なお、提出いただいた書類は返却しません。 

 

【選考方法】  

（１）第一次選考 

   ・会計年度任用職員登録申込書、地域おこし協力隊申込書、論文をもとに書類審査を行います。 

・審査結果は、令和４年 1 月上旬に応募者全員に文書にて通知します。 

（２）第二次選考 

   ・第一次選考合格者を対象に、面接審査を行います。 

   ・第二次選考は、令和４年１月中旬長門市役所にて面接を行います。 

※原則、面接日の午前中に山口県に来ていただき、午後から面接試験でお願いします。 

宿泊を希望される場合はご相談ください。 

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により、オンラインによる選考になる場合があります。 

   ・旅費は、基本個人負担としますが、遠隔地の場合は居住地から公共交通機関（タクシーを除 

く）利用による山口県内の最初の到着地までの交通費の一部を助成します。 

※山口宇部空港又は新山口駅をご利用の方は、市職員が送迎を行います。 

   ・面接結果（合否）は対象者に文書にて通知します。 

    ※選考内容についてのお問い合わせにはお答えできません。 

 

【応募先・問い合わせ先】 

 長門市役所企画総務部企画政策課政策調整班 

〒759-4192 山口県長門市東深川 1339 番地 2 

 TEL:0837-23-1229  FAX：0837-22-0135 

Mail:chosei@city.nagato.lg.jp 

 

 


